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平成３０年度普通会計決算の概要について 

 

 「普通会計」とは、総務省が行っている「地方財政状況調査」上、全国統一的に用いら

れる会計区分であり、これにより、全国各市町村との財政比較や統一的な掌握が可能とな

ります。宜野湾市の普通会計は、一般会計と区画整理事業特別会計が調製され、純計され

た会計となっています。 

 

平成３０年度の本市における普通会計の決算規模は歳入総額４４，０６４，０２６千円、

歳出総額４２，５５９，２３４千円となっています。また平成２９年度の普通会計決算額

と比較すると、歳入で１，４５９，４５１千円の増（３．４％）、歳出で６３７，９２０

千円の増（１．５％）となっています。 

 

  歳入科目の対前年度比較では、地方税（市税）は全体として４９６，１２２千円の増（４．

５％）となっており、その内訳として、市民税２４５，７４２千円の増（５．３％）、固

定資産税１７９，３８６千円の増（３．３％）、軽自動車税８，６１９千円の増（２．８

％）、市町村たばこ税６２，８１７千円の増（９．１％）、入湯税４４２千円の減（△１

０．９％）という状況です。 

 

地方譲与税は１，３４３千円の増（０．９％）、地方消費税交付金は１４７，７４５千

円の増（１０．１％）となっておりますが、利子割交付金は１，９９８千円の減（△１８．

８％）、配当割交付金は７，２１９千円の大幅減（△３３．５％）、株式等譲渡所得割交

付金は１１，５７１千円の大幅減（△４８．３％）等となっている状況です。また、地方

特例交付金は７，４５８千円の大幅増（２１．４％）、自動車取得税交付金は４，７８３

千円の増（１２．５％）という状況です。 

 

地方交付税は１２３，７９９千円の増（２．３％）で、うち普通交付税は６１，２３８

千円の増（１．３％）で、特別交付税は６２，５６１千円の増（１０．７％）となってい

ます。また、交通安全対策特別交付金は９６０千円の減（△７．５％）、分担金及び負担

金は保育所（園）保護者負担金等の増により、６２，６７５千円の増（１３．２％）、使

用料は１３６千円の増（０．１％）、手数料は一般廃棄物処理手数料等の増により、４，

４１５千円の増（２．３％）となっています。 
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また国庫支出金は、６２２，４３９千円の増（５．１％）で、うち普通建設事業費支出

金は１，４０４，５３０千円の大幅増（６７．３％）となっています。その大きな要因と

しては、保育所児童措置費２２０，４３９千円の増、保育所等整備交付金１７５，８９９

千円の増、宜野湾１１号道路整備事業費７２５，０７５千円の増等があったことによるも

のです。 

 

国有提供施設等所在市町村助成交付金は１２，０７６千円の増（２．０％）、県支出金

は２５８，９０３千円の減（△５．３％）となって、うち沖縄振興公共投資交付金１４３，

６２６千円の大幅減（△４２．２％）、沖縄振興特別推進交付金１７３，０６２千円の減

（△１６．３％）等であります。 

 

財産収入は、支障除去期間補償金（特定駐留軍用地内土地取得事業）１４３、０５１千

円の減（皆減）等により、１２３，６５０千円の大幅減（△３０．７％）、寄附金は市土

地開発公社から１０億円の寄附金を受けたこと等により、全体として９２１，２８０千円

の大幅増（７１５．６％）となっています。 

 

繰入金は、公共施設等整備基金繰入金６７６，０００千円の増等があったものの、財政

調整基金繰入金４４１，１７７千円の減、退職手当基金繰入金１１０，０００千円の減（皆

減）、特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金３３２，９４０千円の減等により、２８

４，６６０千円の減（△１２．８％）となっています。 

 

繰越金は、普通会計繰越金２５５，９５３千円の大幅減（△２６．８％）、諸収入につ

いては、社会福祉法人貸付金元金収入４，０００千円の減（皆減）などにより、１５，４

６９千円の大幅減（△９．１％）という状況です。 

 

平成３０年度の地方債は、宜野湾市屋外運動場施設整備事業債７０，１００千円の増（皆

増）、臨時財政対策債１１，１６３千円の増などにより、１５，５６３千円の増（０．８

％）となっています。 

 

次に、目的別歳出の対前年度比較では、議会費が３，１７０千円の減（△１．１％）、

総務費が２１６，２８５千円の減（△３．６％）、民生費は３８８，７３６千円の減（△

１．８％）、衛生費は４０，４３３千円の増（２．０％）、労働費は５，９２４千円の減
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（△４．７％）、農林水産業費１０，７５４千円の大幅減（△２１．１％）、商工費８，

１５５千円の増（４．８％）、土木費１，２０１，５７８千円の大幅増（４７．６％）、

消防費６５，３６１千円の増（７．６％）、教育費１０１，７２６千円の減（△１．７％）、

災害復旧費０千円、公債費４８，９８８千円の増（１．８％）となっています。 

 

また、性質別歳出の対前年度比較では、人件費は８７，５５０千円の減（△１．９％）、

扶助費６１３，４１６千円の増（４．４％）、公債費４８，９８８千円の増（１．８％）、

普通建設事業費は７８６，８０９千円の増（１３．８％）、うち補助事業費７７１，２３

４千円の増（１４．６％）、うち単独事業費は１５，５７５千円の増（４．０％）となっ

ています。災害復旧事業費０円、物件費５９０，５０９千円の減（△１０．５％）、維持

補修費２２，３６４千円の増（９．１％）、補助費等４８１，５９７千円の増（１６．４

％）、積立金１８３，８９４千円の増（９．３％）、投資及び出資金０千円、貸付金２５

４千円の減（△２．７％）、繰出金８２０，８３５千円の大幅減（△２０．８％）という

状況です。 

 

決算収支でみると、形式収支１，５０４，７９２千円、実質収支９３８，９２８千円と

なっています。財政指標は、実質収支比率は４．９％(対前年度比２．８％増)、財政構造

の弾力性を示す経常収支比率は、８６．６％（対前年度比１．３％減）となっています。

また、公債費負担比率は１１．４％（対前年度比０．３％減）という状況です。 

 

 

普通会計決算の各財政指標について 

 

１．財政力指数について 

 「 財政 力指数」 とは、地 方交付税 法の規定 により算 定した基 準財政収 入額を基

準財政需 要額で除 して得た 数値の過 去３ヵ年 間の平均 値を言い 、「地方 公共団体

の財政力 を示す指 数」として 用いられ ます。財政力指数は「１」に近くあるいは「１」

を超えるほど財源に余裕があると見なされる指標です。本市の場合、過去３ヵ年の単年度

数値は、平成２８年度０．６６、平成２９年度０．６７、平成３０年度０．６７で３ヵ年

平均の平成３０年度財政力指数は、「０．６７」で前年度に比べ０．１の増となっていま

す。 

平成３０年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が０．５４であり、宜野湾市
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（０．６７）は、那覇市（０．８３）、浦添市（０．７３）に次ぐ３番目の指数という状

況です。 

（決算資 料１３・ ２７・２ ８・３０ ページ参 照）  

 

２．実質収支比率について 

 「実質収支比率」とは、地方公共団体の一般財源の標準規模を示す「標準財政規模」に

対する「実質収支額の割合」を示す指標で、黒字の場合、概ね３～５％が望ましいとされ

ています。平成３０年度の宜野湾市の実質収支額は、９３８，９２８千円であり、対前年

度比較（単年度収支）で５４７，３１９千円の大幅増（１３９．８％）となっています。

また、平成３０年度の標準財政規模は、１９，１５６，８１３千円で対前年度比４６１，

０５９千円の増（２．５％）であり、平成３０年度決算での実質収支比率は４．９％で、

前年度と比べると２．８％の増となっています。これは、市税が全体として４９６，１２

２千円の増（４．５％）となったこと、市土地開発公社より受けた１，０００，０００千

円の寄附金のうち９００，０００千円を公共施設等整備基金へ積立てた上で、同基金より

８８０，０００千円を繰り入れたこと等が主な要因となっています。 

（決算資 料１３・ ２７・２ ８・３１ ページ参 照）    

 

３．経常収支比率について 

 経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標として使われ、人件費、扶助費、公

債費等の経常的な経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税等の経常的な一般財源がどの

程度充当されたかをみる指標で、この比率が低い程、投資的経費に充当できる一般財源に

余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいると言われています。 

平成３０年度の普通会計決算では、８６．６％（臨時財政対策債を含めた場合）となっ

ており、対前年度比で１．３％の減となっています。 

経常収支比率が減となった主な要因は、「経常的な経費」のうち、対前年度比で、人件

費が０．２％の増、物件費が１．８％の増となったものの、扶助費が１．９％の減、繰出

金が１．４％の減となったこと等が起因します。 

 平成３０年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が８９．４％であり、宜野湾

市（８６．６％）は、浦添市（８３．８％）、宮古島市（８５．５％）、石垣市（８６．

４％）、南城市（８６．５％）に次ぐ５番目の指数という状況です。 

（決算資 料１４・ ２０・２ ７・２８ ・３０ペ ージ参照 ）  

健全な財政運営を図っていく上からも、適正数値の７５％～８０％を目標に更なる努力
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が必要であり、経常経費の歳出節減はもちろんのこと、普通交付税や臨時財政対策債等の

依存財源に頼らない、市税を中心とした自主財源の経常的な歳入の増額確保を強化してい

くことが重要となっています。 

 

４．実質公債費比率について 

  地方債の発行に伴う、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規

模を基本とした額に対する比率で、許可制だった地方債の発行が平成１８年度から協議制

となったことに伴い、それまでの起債制限比率では計算されない公営企業の元利償還金へ

の一般会計からの繰出し等が反映され、自治体の実質的な財政の明確化、透明化等が図ら

れる実質公債比率が導入されました。この比率が１８％以上で地方債発行に国の許可が必

要となり、２５％以上で単独事業の地方債が発行できません。平成３０年度の宜野湾市の

実質公債費比率は７．８％で前年度同率となっています。また実質公債費比率は、平成１

９年度から財政健全化判断比率の一つの指標として算定されています。経常収支比率とと

もに財政構造の弾力性をみる上で重要な指標とされるものです。地方債はある程度活用す

ることは、やむをえないものではありますが、後年度の財政負担とならないよう計画的な

地方債発行を行う必要があります。 

平成３０年度決算の県内各市との比較では、県内１１市平均で７．６％であり、宜野湾

市（７．８％）は、名護市（５．８％）、沖縄市（６．０％）、浦添市（６．７％）、宮

古島市・石垣市・南城市（７．１％）、うるま市（７．７％）に次ぐ８番目の数値となっ

ています。 

（決算資 料１４・ ２７・２ ８・３１ ページ参 照）  

 

５．地方債現在高について 

 平成３０年度決算額における地方債現在高は、２９，７８１，１３８千円で対前年度に

比べ４２９，７８３千円の減（△１．４％）となっています。地方債現在高の増加は、公

債費負担比率や実質公債費比率の上昇とも関係し、これが増加推移していくと財政構造の

弾力性は失われ、将来的な負担増につながります。公債費の償還計画では、今後公債費の

増加が予測されています。 

公債費の抑制にあたっては、起債を必要とする新規事業の採択を厳選すること、また、

起債の活用をできるだけ行わず事業費の確保を図る必要もあることから、市税や使用料・

手数料等、更なる自主財源の確保対策が必要となります。 

  平成３０年度決算の県内各市の状況において、宜野湾市の地方債現在高（２９，７８１，
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１３８千円）は、那覇市（１３３，７１４，３８０千円）、うるま市（４９，４９１，６

３７千円）、沖縄市（３９，７０８，３４９千円）、宮古島市（３８，５７８，４２６千

円）、浦添市（３７，５０２，２１９千円）、豊見城市（２９，８９１，０５５千円）に

次ぐ７番目の額となっています。 

（決算資 料２３・ ２７・２ ８ページ 参照）  

 

６．債務負担行為額について 

 債務負担行為は、歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけ

るものを除くほか、地方公共団体が債務を負担する行為につき、その行為の内容として定

めておくものであり、予算の一部を構成するものです。 

平成３０年度決算では、令和元年度以降、債務負担行為により支出が見込まれている経

費は、８，１２９，１９９千円で対前年度比０．２％の増となっています。主な要因とし

ては、委託料や賃借・使用料等の減はあるものの、宜野湾市屋外運動場施設整備事業や大

謝名児童センター建替事業等の増によるものです。 

  平成３０年度決算での県内各市との比較については、宜野湾市の債務負担行為の翌年度

以降支出予定額（８，１２９，１９９千円）は、那覇市（３３，３０５，６９５千円）、

沖縄市（２４，５９２，１４５千円）、宮古島市（１３，１８８，０７５千円）、うるま

市（９，０８７，２１６千円）、石垣市（８，２７６，６９８千円）に次ぐ６番目の額と

なっています。 

（決算資 料２３・ ２７・２ ８ページ 参照）  

 

 

地方交付税について 

 国税のうち、所得税・法人税の３３．１％、酒税の５０．０％、消費税２０．８％（※

平成３０年度は２２．３％）の割合と、地方法人税の全額を国が地方公共団体に対して交

付する税で、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住んでいても一定の行

政サービスを提供できるよう財源を保障するためのものです。地方交付税には、普通交付

税と特別交付税があります。 

 

  普通交付税 

    普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、そ 

の差額（財源不足額）を補てんするため交付されます。 
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基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 財源不足額 ＝ 普通交付税 

 

  （１）「基準財政需要額」とは、各地方公共団体の実績による経費の支出ではなく、地

方交付税制度上、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために一定の算式で算

定した額です。（標準的な行政運営を行うために必要な一般財源所要額） 

  （２）「基準財政収入額」とは、地方交付税制度上、各地方公共団体の財政力を合理的

に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等を一定の方法

によって算定した額です。 

  平成３０年度の交付額は、４，８８８，９１６千円で、前年度に比べ６１，２３８千

円の増（１．３％）であり、歳入総額に占める割合は、１１．１％で対前年度０．２％

の減となっています。 

  基準財政需要額は、１５，０４１，２５４千円で前年度に比べ３３３，９３９千円の

増（２．３％）であり、基準財政収入額は、１０，１５２，３３８千円で前年度に比べ

２８４，３０３千円の増（２．９％）となっております。 

（決算資 料１５・ ２５・２ ７・２８ ・３０ペ ージ参照 ）  

 

特別交付税 

特別交付税は、普通交付税の基準財政需要額や基準財政収入額の算定では反映するこ

とのできなかった特別の要因に対して交付されます。平成３０年度の交付額は、６４９，

２４０千円で、前年度に比べ６２，５６１千円の増（１０．７％）であり、歳入総額に

占める割合は、１．５％で対前年度０．１％の増となっています。 

（決算資 料２５ペ ージ参照 ）  

 

 

目的別経費の決算状況について 

 

１．議会費については、対前年度比３，１７０千円の減（△１．１％）となっています。

議員報酬事業４，４４７千円の減等が主な要因となっています。 

 

２. 総務費については、対前年度比２１６，２８５千円の減（△３．６％）となっていま

す。宜野湾市特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立事業５７４，４７０千円の減、基

地返還跡地転用推進事業３３２，９４１千円の減等が主な要因となっています。 
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３．民生費については、対前年度比３８８，７３６千円の減（△１．８％）となっていま

す。主な要因としては、国民健康保険特別会計繰出金事業２８０，２２７千円の減、認

可保育園創設事業１０２，８０１千円の減等が主な要因となっています。 

 

４．衛生費については、対前年度比４０，４３３千円の増（２．０％）となっています。

主な要因としては、倉浜衛生施設組合処理負担金事業３６，７２４千円の増等が主な要

因となっています。 

 

５．労働費については、対前年度比５，９２４千円の減（△４．７％）となっています。

主な要因は、シルバー人材センター事業４，１０４千円の減等によるものです。 

 

６．農林水産業費については、大山田いも栽培地区振興事業（繰越）７，９４１千円の減

（皆減）等により、対前年度比１０，７５４千円の大幅減（△２１．１％）となってい

ます。 

 

７．商工費については、対前年度比８，１５５千円の増（０．４％）となっています。主

な要因は、宜野湾市産業振興計画策定事業８，９７５千円の増（皆増）等によるもので

す。 

 

８．土木費については、対前年度比１，２０１，５７８千円の大幅増（４７．６％）とな

っています。主な要因として、宜野湾１１号道路整備事業７４３，８８２千円の増、ア

クセス道路整備事業１３０，５６７千円の増等によるものです。 

 

９．消防費については、対前年度比６５，３６１千円の増（７．６％）となっています。

主な要因は、救急業務高度化資機材緊急整備事業３３，５８７千円の増（皆増）、消火

栓整備事業１０，０００千円の増等によるものです。 

 

１０．教育費については、対前年度比１０１，７２６千円の減（△１．７％）となってい

ます。主な要因としては、志真志小学校屋内運動場増改築事業３８４，８９５千円の減

（皆減）、志真志幼稚園園舎増改築事業３０３，８２８千円の減（皆減）等によるもの

です。 
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１１．災害復旧費については、前年度、今年度とも予算執行はありません。 

 

１２．公債費については、対前年度比４８，９８８千円の増（１．８％）となっています。

要因については、地方債元金償還事業８１，１１７千円の増によるものです。なお、当

市は普通会計決算においては、借換債による一括償還分や、企業会計債償還分等は公債

費に含めないものとしています。 

（決算資料１８・２２・２６ページ参照） 

 

 

性質別経費の決算状況について 

 

  歳出経費を性質別に、「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」に分類し構

成比を見ることにより、財政運営の健全性や弾力性を図り知ることができるとされていま

す。すなわち、「義務的経費」である人件費や扶助費、公債費の歳出総額に占める割合が

低く、「投資的経費」である普通建設事業費等の割合が高ければ高いほど弾力性があり、

より健全な財政状況にあるといわれています。 

  平成３０年度決算における性質別経費の状況を対前年度と比較すると、「義務的経費」

である人件費の割合は１０．８％で対前年比０．４％減、扶助費は３４．５％で、保育所

児童措置事業（私立）３５８，１２０千円の増、介護給付費等事業２０９，１８３千円の

増等により、対前年度比１．０％増、公債費は６．５％で対前年度同率となっております。

人件費・扶助費・公債費の合計額の歳出総額に占める割合は５１．８％で、対前年度比０．

６％増となっています。 

一方、「投資的経費」である普通建設事業費のうち、補助事業費の歳出総額に占める割

合は１４．３％で、宜野湾１１号道路整備事業７４３，８８２千円の増、普天間飛行場周

辺まちづくり事業１０１，０６０千円の増等により、対前年度比１．７％増となっていま

す。また、単独事業費の占める割合は１．０％で、真志喜中学校屋外教育環境整備事業４

７，７０７千円の増等により、対前年度比０．１％増となっています。歳出総額に占める

投資的経費の全体の割合は１５．２％で前年度と比べ１．６％増となっている状況です。 

「その他の経費」の歳出総額に占める割合は、３３．０％で前年度と比べ２．２％減少

しています。「その他の経費」のうち、物件費は、西普天間住宅地区埋蔵文化財緊急発掘

調査事業３７２，００５千円の減等により、５９０，５０９千円の減（△１０．５％）と
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なっております。また、繰出金は８２０，８３５千円の大幅減（△２０．８％）となって

おりますが、これは平成３０年度より下水道事業が公営企業会計に移行し、一般会計から

の繰出金が補助費等に組み替えとなったことに伴い、下水道事業特別会計繰出金事業が６

１４，９６８千円の減（皆減）となったこと等が要因として挙げられます。 

（決算資料１９・２６ページ参照） 

 

 

総 括 

 

  本市における平成３０年度普通会計決算の状況は、前年度と比較すると、歳入・歳出決

算額とも増額となっています。 

財政運営の健全性や弾力性を図る各指標の状況からも分かるとおり、実質収支比率は黒

字の場合概ね３％～５％が望ましいとされているところ、平成３０年度は４．９％となっ

ています。また、平成１９年に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

に基づく財政健全化判断比率においても、実質赤字比率や連結実質赤字比率はなく、実質

公債比率も基準値内の７．８％、将来負担比率も基準値内の６５．８％となっています。 

投資的経費に充当できる状態を示す指標である経常収支比率は８６．６％で、前年度に

比べ１．４％減少しており、この要因については、歳入経常一般財源が増になるとともに、

国民健康保険特別会計繰出金事業の減等により、繰出金が大幅減になったこと等が大きな

要因と言えます。 

しかしながら、平成３０年度決算については、Ｐ．４の「２．実質収支比率について」

で述べたとおり、当初予算編成での財源不足を補うため、市土地開発公社から１０億円も

の寄附金を受けております。この寄附金がなければ、当市の平成３０年度予算及び決算も

かなり厳しい状況になっていたことは確実であり、健全な財政運営に向けた抜本的な対策

を早急に実施していく必要があります。 

 今後の財政状況については、市税が順調に増加しており、令和２年度における市税収入

も増額となる見込みですが、それ以上に近年の生活保護費や待機児童解消を目的とした施

設型給付等事業をはじめとする扶助費等の伸びが顕著となっています。また、多額の赤字

を抱える国民健康保険特別会計については、平成８年度に国保税率を見直して以来、抜本

的な税率の改正を行わず、その結果毎年度多額の法定外繰出しを余儀なくされてきました。

本市としては、これまで国への積極的な要請による高率補助や交付金等の増額を実現し、

福寿園や野嵩保育所の民間譲渡などの行財政改革により一定の財源を確保してきたものの、
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前述の事由により、社会情勢や市民ニーズに対応するための事業を実施するために必要と

なる一般財源の捻出が困難となっており、財政調整基金を始めとする各種基金の取崩しや

市土地開発公社から多額の寄附金を受けるなどの手法で予算編成を行ってきました。しか

し、令和２年度に向けては、会計年度任用職員制度への移行による人件費増などの新たな

負担増の要因もあり、活用可能な全ての基金を取り崩してもなお財源不足が生じる見込み

となっており、これまでにない非常に厳しい予算編成となる状況が想定されております。 

 この危機的な財政状況を打開し、将来にわたって安定的に市民サービスを提供していく

ためにも更なる改革を検討する必要があることから、平成３１年４月に「宜野湾市行財政

改革・集中改革方針２０１９」を策定し、今後取り組むべき重点項目を定めました。今後、

老朽化等により確実に更新が必要となる各種公共施設等への対応や市民の安全・安心を守

る事業の実施などはもちろんのこと、行政の停滞を生じさせないよう職員一丸となって、

更なる行財政改革を強力に推進していかなければなりません。 


